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印

Ｂ－３．転居前の居住形態

□

□ □

Ｂ－２．転居前の汚水処理方法

□ □ □１．公共下水道 ２．合併浄化槽 ３．単独浄化槽 ４．汲み取り

汚水処理未普及解消に関する調書

令和

氏　名

　下記の記載事項について相違ありません。

近江八幡市長　様

（申請者）

２．住民票の異動区分（浄化槽の設置場所に居住する予定の全員を対象にチェック。複数可。）

Ａ．市外から転入 Ｂ．市内で転居 Ｃ．異動なし

１．公共下水道等が整備されている ２．公共下水道等が整備されていない

Ｂ－１．転居前の汚水処理区域（公共下水道等…公共下水道および農業集落排水）

□ □ □

Ｂ－４．転居前の住宅の所有権

３．集合住宅２．併用住宅１．専用住宅□ □ □

□ １．自己所有 □ ２．他人所有（賃貸など）

Ｃ－１．現在の汚水処理方法

１．専用住宅 □ ２．併用住宅 □

□ １．公共下水道 □ ２．合併浄化槽 □

（その他）

１．建築行為の区分

□ １．新築 □ ２．既存 □ ３．改築 □ ４．増築

３．集合住宅

３．単独浄化槽 □ ４．汲み取り

Ｃ－２．現在の居住形態

□


